
令和７年度 富山県立魚津工業高等学校の部活動に係る活動方針 

 

部活動に関する方針 

・部活動は学校教育の一環として実施する。 

・余暇の善用を図り、心身を鍛え充実した生活を築こ

うとする自主的な態度を育てる。 

・技術・競技力を向上させるだけでなく、個性の伸長

と生涯教育の一環として楽しみながら活動する面の

両立を図る。 

休養日と活動時間

の設定 

休養日 

・週休日（土曜日及び日曜日）の１日を含む週２日以

上の休養日を設ける。ただし、公式戦や学校行事等

により休養日の設定が困難な場合は、原則、上記に

相当する日程を各部で設定する。 

・長期休業中の休養日も学期中に準ずる。 

活動 

時間 

・１日の活動時間（移動時間、準備及び片付け等に要

する時間は除く。）は、長くとも平日では２時間程

度、学校の休業日（学期中の週末を含む。）は３時

間程度とし、できるだけ短時間に、合理的でかつ効

率的・効果的な活動を行う。 

活動計画 

・各部は年間活動計画や長期休業中の活動計画を立て、生徒が

計画に基づき、自主的に効率的な活動を進める態度を養成す

る。 

・毎月の活動実績を「部活動活動実績報告書 兼 付添業務報

告書」に記載し提出する。 

その他 

・原則として定期考査開始１週間前から定期考査終了までの部

活動は認めない。 ただし、部活動の事情により必要最小限度

の活動を認めることがある。 


